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資料２：KUCA における過去の設工認等における中央管理室の機能についての記載と見解 
 
KUCA の当初の設置変更承認申請書や建設時の設工認等(別添)に基づく研究所の見解は以
下のようである。 
 
１．KUCA 設置当初の昭和 47 年の設置変更承認申請書にはスクラムの条件として本文に
「非常警報スイッチ」と記載されている。また、添付８に「制御室または中央管理室から
非常警報ボタンを押せば、」と記載されており、中央管理室の機能として「非常警報」が
記載されている。 
 
２．昭和 48 年の設工認申請書にはスクラム条件として「非常警報釦が押される」と書か
かれている。 
 
３．昭和 48 年の設工認申請に基づく昭和 49 年のスクラムに関する使用前検査記録に「非
常警報釦が押される」が検査項目になっている。 
 
４．以上の設置変更承認申請書、設工認申請書、使用前検査記録の名称については「非常
警報スイッチ」「非常警報釦」「非常警報ボタン」と異なっているが、すべて同一のもの
であると考えている。また、設工認申請書および使用前検査記録には「非常警報釦」につ
いては制御室か中央管理室かは明記されていないが、設置変更承認申請書の記載からこの
使用前検査は「制御室および中央管理室」で行い、その両方の機能を確認したものである
と考えている。 
 
5．KUR、KUCA、中央管理室の非常警報については年に 1 回の施設定期検査（現在は定
期事業者検査）、および 1 ヶ月に 1 回の施設定期自主検査（現在は施設管理実施計画に基
づく検査）において作動を確認している。 
 
 
 添付資料：原子炉設置変更承認申請書（臨界実験装置増設）（昭和 47 年 5 月、昭和 47 年

8 月 17 日一部訂正） 
      京都大学研究用原子炉の設置変更の（臨界実験装置 KUCA の増設） 設計及び

工事の方法の承認申請書（その 2）（昭和 48 年 1 月） 
      京都大学臨界実験装置使用前検査記録（昭和 49 年 6 月 27 日） 
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